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【29】銃剣道競技 

 

１. 期 日   平成 29年 8月 6日（日） 午前 9時 30分 

 

２. 会 場   白山市松任総合運動公園体育館内 啓武館 

        〒924-0865 白山市倉光 4丁目 22 TEL076-276-4844 

 

３. 区分及び参加人員 

区 分 監督 選手 合計 

正式競技 一般の部 男子 １ ３ ４ 

公開競技／銃剣道 男女 個 人 競 技 

公開競技／短剣道 男女 個 人 競 技 

 

４. 競技場の規定及び方法 

（１） 正式競技は、団体戦として、Ａブロック、Ｂブロックに分けてそれぞれのブロックでリーグ戦方式（ブ

ロックの分け方は抽選とする。）とし、正式競技参加選手の年齢制限はしない。 

  ア 団体戦は 1本勝負、勝敗がつかない場合引き分けとする。試合時間は 3分とする。 

  イ 順位の決定は、勝数とする。同勝数の場合は勝ち本数、同勝数・同勝ち本数の場合は代表決定戦による。 

  ウ 代表決定戦の代表選手はチームの大将とし、代表決定戦の試合時間は 3分とし、1本勝負とする。 

   勝敗が決しない場合は延長 2 分の試合を行い、延長 1 回で判定とする。但し、決勝戦においては、勝敗

が決するまで行う。 

  エ 監督は選手を兼ねてもよい。 

  オ Ａブロックの 1位とＢブロックの 1位で優勝、準優勝を決める。以下 2位は 2位同士で 3位、4位を決

める。以下は今の要領で決める。 

  カ 各競技に出場する選手は、垂れネームに市町名を明記すること。 

 

（２） 公開競技は個人戦とする。公開競技参加選手の年齢制限はしない。 

  ア 銃剣道個人戦は、トーナメント方式により順位を決定する。3本勝負とし、試合時間は 5分、延長 2分

延長 1回で判定とする。但し、決勝戦においては、勝敗が決するまで行う。 

  イ 短剣道個人戦は、トーナメント方式により順位を決定する。3本勝負とし、試合時間は 3分、延長 2分

延長 1回で判定とする。但し、決勝戦においては、勝敗が決するまで行う。 

  

（３）審判方法 

   3審制とし、公益社団法人全日本銃剣道連盟試合審判規則及び細則による。 

 

５．参加資格、選手の年齢基準 

  総則 9に定めるところによる。 

６．成績採点方法及び表彰 

  総則 10及び 11に定めるところによる。 

７．参加申し込み方法 

  総則 12に定めるところによる。 


